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由記者会見する IMFのゲオルギエワ専務理事場東京都内で
白財政制度等審議会の2020年度予算編成に向けた建議を受け取

る麻生太郎財務相⑮ニ財務省で、いずれも25日

3宗主ケ宅TI~I~'l~J ，=~:J日J

2020年度予算編成に向けた政府の有識者会議「財政制度等審議会Jが、消費税10
%は「一里塚」にすぎないとして、高齢者の医療費負担増などを求める建議(意見

書)をまとめた。国際通貨基金 (1MFl からは、さらに15%への増税を求める提

言も。 10月に10%に上がってから、まだ2力月足らずコポイント還元や軽減税率の

混乱に庶民が振り目される中、もう次の負担増の話なのかコ (中山岳、片山夏子)

「
機
は
熟
し
た
」

「
今
回
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
は
、
財
政
と
社
会
保
障
制
度

の
持
続
可
能
性
の
確
保
に
向
け

た
長
い
道
の
り
の
一
里
塚
に
す

ぎ
な
い
」

財
務
相
の
諮
問
機
関
「
財
政

制
度
等
審
議
会
(
財
政
審
)
」

が
二
十
五
日
に
麻
生
太
郎
財
務

相
へ
提
出
し
た
建
議
。
ニ

O
二

0
年
度
の
予
算
編
成
に
向
け
、

社
会
保
障
費
の
見
直
し
を
追
っ

た。
建
議
は
、
新
た
に
七
十
五
歳

に
な
る
人
を
対
象
に
、
現
在
は

原
則
一
割
の
医
療
の
窓
口
負
祖

を
二
割
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を

提
言
。
さ
ら
に
、
外
来
で
受
診

し
た
場
合
に
窓
口
負
担
に
一
定

額
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
や
、
薬

剤
費
の
自
己
負
担
引
き
上
げ
も

求
め
た
。
目
的
は
、
団
塊
の
世

代
が
こ
二
年
か
ら
七
十
五
歳
を

迎
え
る
た
め
、
震
療
費
な
ど
社

会
保
障
費
の
膨
張
を
抑
え
、
世

代
間
の
公
平
性
を
確
保
す
る
こ

と
と
い
う
。

一
十
六
日
の
政
府
の
全
世
代

型
社
会
保
障
検
討
会
議
で
も
、

麻
生
氏
が
七
十
五
歳
以
上
の
窓

口
負
担
引
き
上
げ
な
ど
に
つ
い

て
、
「
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な

い
。
機
は
熟
し
た
」
な
ど
と
発

一一一目した。
財政審i75歳以上窓口負担2割にJ

I M Fi30年まで!こ消費税15%へJ

ば
ら
ま
き
続
け

消
費
税
が
印
%
に
上
が
っ
て

二
カ
月
足
ら
ず
で
、
さ
ら
な
る

負
担
増
へ
レ

i
ル
が
敷
か
れ
つ

つ
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
法
政
大

の
小
黒
一
正
教
授
(
公
共
経
済

学
)
は
「
二
二
年
以
降
に
社
会

保
障
費
が
大
き
く
増
え
る
た

め
、
財
務
省
や
政
府
が
あ
せ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
し
つ

つ
、
「
叩
%
へ
の
増
税
を
二
度

も
延
期
し
た
影
響
が
あ
る
」
と

指
摘
す
る
。

も
と
も
と
消
費
税
は
一
五
年

十
月
に
叩
%
に
上
が
る
予
定
だ

っ
た
が
、
安
倍
政
権
は
二
回
先

送
り
し
た
。
さ
ら
に
一
七
年
に

衆
院
を
解
散
し
た
際
、
安
倍
首

相
は
増
税
分
の
使
い
道
を
一
部

変
更
し
、
財
政
再
建
か
ら
幼
児

教
青
無
償
化
な
ど
に
充
て
る
と

表
明
し
た
。

小
黒
氏
は
「
本
来
は
長
期
的

な
財
政
見
通
し
を
示
し
た
上
で

増
税
の
幅
や
財
源
、
歳
出
削
減

を
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
だ

が
、
で
き
て
い
な
い
。
増
税
し

て
も
歳
出
を
増
や
し
、
ば
ら
ま

き
を
繰
り
返
し
て
い
る
」
と
危

ぶ
む
。
安
倍
首
相
は
十
月
の
国

会
で
「
今
後
十
年
程
度
は
消
費

税
率
を
引
き
上
げ
る
必
要
は
な

い
」
と
述
べ
た
が
、
小
黒
氏
は

「
今
の
ま
ま
で
は
財
政
再
建
が

見
込
め
ず
、
財
政
を
安
定
さ
せ

る
た
め
の
最
終
的
な
増
税
幅
が

一
段
と
上
が
る
」
と
懐
疑
的
だ
。

折
し
も
、

I
M
Fは
二
十
五

日
の
声
明
で
、
消
費
税
率
を

「三

O
年
ま
で
に
日
%
、
五

O

年
ま
で
に
加
%
」
へ
引
き
上
げ

る
こ
と
を
捷
一
一
目
し
た
。
来
日
し

た
ゲ
オ
ル
ギ
エ
ワ
専
務
理
事
は

記
者
会
見
で
「
段
階
的
に
さ
ら

に
消
費
税
を
上
げ
て
い
く
こ
と

は
有
用
だ
」
と
説
明
。
ネ
ッ
ト

上
で
は
「
誰
も
消
費
し
な
く
な

る
」
な
ど
と
批
判
が
相
次
い
で

い
る
。高

橋
伸
彰
・
立
命
館
大
名
誉

教
授
(
日
本
経
済
論
)
は
「
財

務
省
も
I
M
Fも
、
財
政
均
衡

を
優
先
し
て
消
費
税
を
上
げ
る

点
で
は
同
じ
発
想
だ
」
と
み
る

一
方
、
社
会
の
格
差
を
縮
小
す

る
政
策
が
な
お
ざ
り
に
な
っ
て

い
る
と
警
鐘
在
鳴
ら
す
。
「
非

正
規
一
雇
用
の
賃
金
を
上
げ
る
こ

と
や
、
一
局
所
得
者
の
株
の
配
当

な
ど
に
課
税
す
る
と
い
っ
た
議

論
が
進
ま
ず
、
取
り
や
す
い
と

こ
ろ
か
ら
搾
り
取
る
流
れ
に
傾

い
て
い
る
」


